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事業計画書を紙文書により受理していた。 

期限の定めのある書類の受理に係る適正な取扱いを欠き、結果として協定に定める

期限内に手続が行われていなかったことは不適正である。 

また、期日内に事業計画書が受理されていないことに対して、本監査に先立ち実施

した定期(財務)監査において監査事務局長がその事実関係について照会した際に、所

管は、課長名で「事業者からの提出書類等に不備があり書類のやり取りを行ったため

提出期限を超過した。今後、事業者への指導を徹底する。」と回答した。 

しかし、本監査の実施過程において、所管は回答内容を「書類に不備はなく電子書

類の未収受であった。」と訂正した。 

監査委員から命を受けた監査事務局長からの照会に対して、必要な確認を怠り、事

実と異なる回答を行ったことは不誠実かつ不適切である。 

(教育委員会事務局学務課) 

 

第６ 措置状況の通知 

   本監査の結果に基づき、又は本監査の結果を参考として措置を講じたときは、

地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき、その旨を通知願いたい。 

 

第７ 意見 

 今回の監査の実施を通じて、特に留意されるべき事項について、次のとおり

意見を述べる。 

 

第一に、財政援助団体との情報交換、共有の推進である。 

   今回監査において指摘した社会福祉協議会への補助金及び軽井沢少年自然の

家の収支報告書の両案件については、単に財政援助団体から提出された決算一覧

表を確認するだけでは、その正確性を確認することができず、会計手続の中で作

成される様々な帳票と突合しなければ、当該報告書の審査ができないものであっ

た。 

   令和５年度の定期(財務)監査の総括意見でも述べているが「適正な補助金、助

成金の執行は、区民や民間事業者と協働していく上で、区の信頼性を担保するも

のである。」ことを十分認識するべきである。 

   審査を適正に実施していくためには、確認のためにどのような帳票を求めるの

か、いつから着手していくのかなど、解決を要する様々な課題がある。 

各団体とのコミュニケーションの強化を図り、これらの課題に適切に対応され

たい。 

その際、ＩＣＴツールやシステムの活用による事務の効率化や、財政援助を受
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ける団体の事務の簡素化を合わせて考えるなど、一歩踏み込んだ視点から、区と

財政援助を受ける団体の相互体制が強化され、効果的かつ正確な事務の執行が可

能となるよう進められたい。 

第二に、監査の機会を課題確認、解決の契機とする取組の強化である。 

今回監査において、指定管理により運営する軽井沢少年自然の家の事業計画書

の受理にあたり、指摘事項３のとおり、監査委員から命を受けた監査事務局長か

らの照会に対して、事実と異なる回答があった。 

令和４年度の定期(財務)監査における意見でも付したとおり、我々監査委員が

監査を行う目的は、不正又は非違の発見を旨とする点以上に、区民の税金でまか

なわれている様々な行政活動が、区民の福祉の増進に向け、最少の経費で最大の

効果を挙げるべく取り組まれているかという点を確認検証することである。 

そのためには、事実を正確に把握し、課題解決に向けた検討を進めることが不

可欠である。 

監査の機会を問題の合規性、効率性、経済性、有効性の観点から課題を検証し、

改善を進める重要な機会として再認識し、監査事務局からの照会を真摯に受け止

め、正確かつ本質的な状況の把握を行う職場風土の構築を改めて求めたい。 

最後に、区が財政援助を行う団体は、区民への重要なサービスを担っている。 

その財政援助を行うにあたっては、団体が区民へのサービスの重要な役割を果た

していることを十分に認識の上、団体とのパートナーシップを前提としたコミュ

ニケーション、事務の在り方の見直しを進められたい。 

それを踏まえ、引き続き、効果的な区民サービスが効率的に展開されていくこ

とを期待する。  

  

  


